
規 則

　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布

する。

　　令和８年６月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第40号

　　　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例の一部を改正する条例（令和８年条例第16号）の施行期日

は、令和８年８月１日とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

　　令和８年６月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第41号

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則

　金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則（令和４年規則第58号）

の一部を次のように改正する。

　第４条第４号中「及び」を「、」に改め、「伝統環境調和区域」の次に「及び同項第４号に規定する港湾景観創出

区域」を加える。

　　　附　則

　この規則は、令和８年８月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年６月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

◉金沢市規則第42号

　　　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則の一部を改正する規則

　金沢市における美しい景観のまちづくりに関する規則（平成21年規則第58号）の一部を次のように改正する。
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　別表第２建築物の建築等（太陽光発電設備等の設置に係る建築等を除く。）の項中「及び」を「、」に、「重要広域

幹線景観形成区域」を「港湾景観創出区域、重要広域幹線景観形成区域及び重要広域海岸景観形成区域」に改める。

　様式第１号（表）中

「

区域の種別及び名称　※

□伝統環境保存区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□近代的都市景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□伝統環境調和区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域幹線景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□上記以外の景観計画区域　　　　　　　　　
」

を

「

区域の種別及び名称　※

□伝統環境保存区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□近代的都市景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□伝統環境調和区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□港湾景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域幹線景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域海岸景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□上記以外の景観計画区域　　　　　　　　　
」

に、

「たい積」を「堆積」に改め、同様式（裏）中「建ぺい率」を「建蔽率」に、「たい積の」を「堆積の」に、「たい積

量」を「堆積量」に、「たい積後」を「堆積後」に改める。

　様式第２号中

「

区域の種別及び名称　※

□伝統環境保存区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□近代的都市景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□伝統環境調和区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域幹線景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□上記以外の景観計画区域　　　　　　　　　　　　　　
」

を

「

区域の種別及び名称　※

□伝統環境保存区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□近代的都市景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

□伝統環境調和区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□港湾景観創出区域（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域幹線景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□重要広域海岸景観形成区域（　　　　　　　　　　　　　　　）

□上記以外の景観計画区域　　　　　　　　　
」

に

改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和８年８月１日から施行する。

２　改正後の別表第２、様式第１号及び様式第２号の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に着手する景観法（平成16年法律第110号）第16条第１項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に着手した

同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

３　この規則の施行の際現に存する改正前の様式第１号及び様式第２号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整

をして使用することができる。

告 示

◉金沢市告示第168号
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　景観法（平成16年法律第110号）第８条第１項の規定に基づく金沢市景観計画を変更したので、同法第９条第８項に

おいて準用する同条第６項の規定により告示し、当該変更後の金沢市景観計画の図書を金沢市都市整備局景観政策課

において公衆の縦覧に供します。

　なお、当該変更後の金沢市景観計画は、令和８年８月１日からその効力を有するものとします。

　　令和８年６月１日

金沢市長　　村　　　山　　　　　　　卓

令和８年（2026年）６月１日　第 3217号の４ 金　沢　市　公　報

- 3 -



令和８年（2026年）６月１日　第 3217号の４ 金　沢　市　公　報

- 4 -

金 沢 市

金 沢 市 役 所

（株）　共　　　栄　　　　　　　編　集  石川県金沢市玉鉾４丁目166番地

令和８年（2026年）６月１日　発行   発行人

　　　　　　　　　　　　　　　   発行所


